
   

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
指
定
す
る
件
（
令
和

八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
八
号
）
で
指
定
さ
れ
た
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る

基
準
降
雨
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 
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